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みんなで知ろう！『鳴門市自治基本条例』みんなで知ろうみんなで知ろう連載

自分たちのまちは自分たちの手で

今、私たちにできること

「より良いまちにしよう」と市内に広がるまちづくり活動。
今月号では、鳴門市第一中学校ボランティア部の皆さんの活動を紹介します。

～鳴門市第一中学校ボランティア部～
　クラブ設立から約₁₀年を迎える鳴門市第一中学校ボラン
ティア部。「先輩の活動紹介を見て、興味を持った」「見学して
みて、自分もしてみたいと思った」など、入部のきっかけは
さまざま。その活動は、先輩から後輩へ受け継がれ、現在は
₁₀人の部員が協力し合い、地域に笑顔とボランティアの輪を
広げています。

ふるさとを大切にしたい
　校内の花の手入れや清掃活動などの美化活動
をはじめ、「自分たちのまちがきれいになるよう
に」と、生徒たちは新池川周辺の清掃や、ＥＭダ
ンゴづくり・投入など、主に休日に行われる校
外の活動にも積極的に参加しています。寒い日
の作業でも「終わった後は、すがすがしい気持ち
になる」と、達成した喜びを感じながら、ふるさ
と鳴門がますます好きになっています。

みんなに元気でいてほしい
　毎週土曜日は、「ケアハウスなると」や「グルー
プホームこすもす」を訪問し、施設の清掃や配
膳のお手伝いのほか、利用者の方々と歌やトラ
ンプ、カルタなどを一緒に楽しみながら、交流
を深めています。さらに、敬老会やクリスマス
会では、さまざまな出し物を披露。メッセージ
カードや手作りのプレゼントも手渡し、みんな
が笑顔に包まれます。

思いやりの心を大切に
　「ボランティア活動を通して、たくさんの人と出会えた」「人のことを気遣えるようになった」
　多くのボランティア活動を経験した生徒からは、そんな素直な言葉がでてきます。これらの出会いを通じて、生
徒同士が仲間の大切さを実感し、思いやりの心が育まれています。
　鳴門市第一中学校ボランティア部は、これからも自分たちのまちのために自分たちができることを考えて、若さ
あふれる活動にチャレンジしていきます。

問 市役所市民協働推進課 ☎₆₈₄・12₀₀  FAX  ₆₈₄・1₃₃₆
E-mail shiminkyodo@city.naruto.lg.jp

　自治基本条例とは、市民が主役のまちづくりを実現する
ために、市民や行政、議会の役割など、まちづくりのルール
を定めた条例です。まちづくりに大切なことは、「参画」「協働」
「情報共有」と定めています。（平成₂₃年₁₁月1日施行）　地域の課題解決に向けて活動す

る採択団体の₁₂月行事予定を「情報
ガイド（P₁₇）」に掲載しています。
ご覧ください。

みんなで参加しよう
～Ｗｅ Ｌｏｖｅ なるとまちづくり活動応援補助金事業～


